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⻑官官房 参事官（総合政策担当）

事業の⽬的
 若者は、こどもが成⻑の過程を経て⼤⼈となるまでの移⾏期の中にあり、その実態は、近年の社会状況の変容により、従来から⼤

きく変化及び多様化していると考えられる。そのような中、就労、教育など各省庁の所管分野ごとの縦割りに陥ることなく、こど
も家庭庁として若年世代に対する施策についての総合調整を担い、関係施策を推進していくことが求められる。

 そのため、まずは、困っている若年世代、迷っている若年世代、より知りたい、より良い選択をしたいと思う若年世代 、社会参画
を求める若年世代などの、多様な境遇にある若年世代が現在⼜は将来にわたり、社会で⽣きていくためにどのような意識を持って
いるのかを総合的に把握するための調査を実施し、若年世代に対する施策の企画・⽴案の基礎資料を得ることを⽬的とする。

事業の概要

実施主体等

【実施主体】国（委託）

１．先⾏して実施されている若年世代に関する調査研究の把握・とりまとめ
各府省や⺠間機関などにおいて過去に実施された若年世代に関する調査研究について把握・分析・整理を⾏う。
 

２．若年世代に対するアンケート調査の実施
15歳から39歳までの男⼥約10万⼈を対象に、以下の事項について調査を⾏う。

【調査事項（案）】
 ・困っていること（家族関係・⼈間関係、仕事・キャリア、お⾦、⽣活・住まい）、 ・⽀援の認知、ニーズ、
 ・迷っていること、より知りたいこと、より良い選択を取りたいと考えていること、 ・緊急時に頼れるところの認知、
 ・チャレンジしたいこと、求める社会参画の在り⽅、 ・若者⽀援施策・取組の認知度、
 ・⾃⼰認識（⾃⼰肯定感、幸福感） 等
※調査票設計にあたっては若者⽀援団体等との連携を図る。
※「こども若者★いけんぷらす」を活⽤して、調査回答希望者の回答を可能にする。

若年世代に関する総合的な調査
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※こども家庭庁「令和7年度こども家庭庁補正予算案（参考資料）」 p.17を⼀部調整

令和７年度補正予算 0.5億円
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